
文部科学省新型インフルエンザ等対策本部等の設置について（案） 

 
平成１７年１１月１４日 
文 部 科 学 大 臣 決 定 
平成２０年８月１９日一部改正 
平成２１年４月３０日一部改正 
平成２７年１０月１日一部改正 
平成２８年４月１日一部改正 
平成３０年１０月１６日一部改正 
令和元年８月１日一部改正 
令和２年１月３１日一部改正 
令和２年３月２６日一部改正 
令和８年 月 日一部改正 

 

１ 文部科学省として、新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措

置法（平成 24 年法律第 31 号）第２条第１号の「新型インフルエンザ等」をいう。

以下同じ。）の発生に伴う事態に適切かつ迅速に対処するため、文部科学省新型

インフルエンザ等対策本部（以下「対策本部」という。）を置く。 

 

２ 対策本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認

めるときは、構成員を追加することができる。 

 

本 部 長  文部科学大臣 

本 部 長 代 理  文部科学副大臣（新型インフルエンザ等に係る危機管理担当） 

副 本 部 長  文部科学大臣政務官（新型インフルエンザ等に係る危機管理担当）  

副 本 部 長  事務次官 

本  部  員  文部科学審議官 

大臣官房長 

総合教育政策局長 

初等中等教育局長 

高等教育局長 

研究振興局長 

国際統括官 

大臣官房総括審議官 

大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官 

スポーツ庁次長 

文化庁次長 

大臣官房人事課長 

大臣官房総務課長 

 

３ 対策本部の庶務は、総合教育政策局健康教育・食育課等関係課の協力を得て、

大臣官房総務課において処理する。 

 

４ 対策本部に、別添の文部科学省新型インフルエンザ等対策作業部会を設置する。 

 

５ 前各号に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項その他必要な事項は、

本部長が定める。 

資料４ 



別 添 

 

 

文部科学省新型インフルエンザ等対策作業部会 

 

 

１ 文部科学省として、新型インフルエンザ等の発生に伴う事態に関して関係局課

の連絡を緊密にし、対応策等を検討するため、対策本部に、文部科学省新型イン

フルエンザ等対策作業部会（以下「作業部会」という。）を置く。 

 

２ 作業部会の構成員は、次のとおりとする。ただし、主査は、必要があると認め

るときは、構成員を追加することができる。 

 

     主査  大臣官房長 

     副主査 大臣官房   総括審議官 

     副主査 大臣官房   サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官 

          委 員 大臣官房   人事課長 

                総務課長 

                会計課長 

                政策課長 

                文部科学広報官 

   国際課長 

総合教育政策局政策課長 

   国際教育課長 

       健康教育・食育課長 

       男女共同参画共生社会学習・安全課長 

         初等中等教育局初等中等教育企画課長 

   教育課程課長 

         高等教育局  高等教育企画課長 

                医学教育課長 

    参事官（国際担当） 

   研究振興局  研究振興戦略官 

   スポーツ庁  政策課長 

   文化庁    政策課長 

          

 

３ 作業部会の庶務は、総合教育政策局健康教育・食育課等関係課の協力を得て、

大臣官房総務課において処理する。 

 


